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事 務 連 絡 

令和７年 12月 24日 

 

各都道府県防災担当主管部（局）  

各都道府県介護保険主管部（局） 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難支援担当）付 

厚 生 労 働 省 老 健 局 介 護 保 険 計 画 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 認 知 症 施 策 ・ 地 域 介 護 推 進 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

災害時における介護保険サービスの利用と災害救助法による支援との関係について 

 

災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）による救助やその費用の取扱いの詳細につい

ては、内閣府政策統括官（防災担当）が作成した災害救助事務取扱要領に記載している

ところです。 

また、厚生労働省において、令和６年能登半島地震を受けて、「令和６年能登半島地

震により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いにつ

いて」 （令和６年２月 27日厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進

課及び老人保健課事務連絡）を発出しており、この中で、救助及び保険給付等に関する

考え方を示しているところです。 

今般、両記載の関係について整理をし、下記のとおり、災害時の要介護 （要支援を含

む。以下同じ。）認定者等に対する支援に係る基本的な取扱いについて、お示しいたし

ます。 

個別事案にかかる疑義が生じたときは、介護保険サービスについては厚生労働省に、

災害救助法については内閣府に、それぞれお尋ねをいただけますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 災害救助法による「救助」の基本的な考え方 

災害救助事務取扱要領において 「他の法律等の定めるところにより適切な対応がなさ

れる場合も法による救助を行う必要はない。」及び「特別養護老人ホーム、老人短期入

所施設等の入所対象者は、それぞれ介護保険法に基づく緊急入所等を含め当該施設で適

切に対応すべきであるので、原則として福祉避難所の対象者として予定していない。」

と記載しており（他法他施策優先の原則）、災害時の要介護認定者等に対する介護等に

係る支援については、まずは、介護保険法に基づく介護保険サービスを優先して行った

上で、その範囲で対応できない事項について災害救助法により対応することが基本とな

る。 

 なお、この場合、介護保険サービスが提供できない急迫した事由がある場合に、災害

救助法による必要な救助を行うことを妨げるものではない。また、福祉避難所には介護
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保険施設（グループホーム含む）や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等が

指定されうる。 

 

２―① 平時から施設サービスを利用している要介護認定者に対する支援のあり方 

 災害時にも、引き続き、当該施設において、介護保険法に基づく介護保険サービスに

よる支援が講じられることが基本とした上で、入所者及びスタッフ全員の生命の安全を

確保するため、豪雨時に垂直避難を行うこと、又は大規模地震時に施設の損害状況の少

ない場所に移動すること等が想定される。また、災害の状況、施設の損壊状況及びスタ

ッフの勤務状況を踏まえて、当該施設では安全の確保及び適切なサービス提供を行うこ

とができない場合、又はそのおそれがある場合には、入所者の関連施設への移動の要否

について検討を行うことが想定される。その際、避難元施設から避難先施設 （避難所（福

祉避難所を含む。）である場合に限る。）への移動に際して、車両借上費等を要する輸送

が発生する場合、真に必要があると認められる場合には、当該費用については、災害救

助法による支弁の対象になり得る。  

 また、避難先施設へ避難した後、避難先施設の職員により介護サービスが提供される

場合は避難先施設の入所者として、避難元施設の職員により介護サービスが提供される

場合は避難元施設の入所者として介護保険給付を行うことを基本とする。その際、利用

者負担（食事代や部屋代を除く。以下同じ）の減免（介護保険法第 50 条及び第 60 条）

の活用が可能である。 

なお、施設からの移動は入所者の身体的・精神的ストレスにつながることに留意が必

要である。 

 

２―② 平時から居宅サービス等を利用している要介護認定者等に対する支援のあり

方 

 災害時にも、引き続き、介護保険法に基づく居宅サービス等 （介護予防サービス及び

地域密着型サービスを含む。以下同じ。）による支援が講じられることが基本とした上

で、自宅が被災した場合又は災害により従来の居宅サービス等が受けられない場合等に

は、必要となる介護サービスの内容等に応じて、介護保険施設への緊急入所若しくは緊

急短期入所、又は自宅において他の介護事業者による居宅サービス等による支援が想定

される。 

 このとき、介護保険施設の入所定員の柔軟化（「災害により被災した要介護高齢者等

への対応について」（平成 25年５月７日厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援

課、振興課及び老人保健課事務連絡））及び利用者負担（食事代や部屋代を除く。以下

同じ。）の減免（介護保険法第 50条及び第 60条）の活用が可能である。 

 なお、市町村独自事業として、介護保険サービスとは別に、災害時において一定期間

緊急的に短期入所施設を利用することを可能としている場合には、当該事業も活用する

ことが考えられる。 

 次に、介護保険施設への緊急入所若しくは緊急短期入所ができない場合又は入所まで

は必要としない場合には、災害救助法による福祉避難所の利用が想定される。 
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 このとき、福祉避難所の利用者に対して、介護等の支援が必要な場合には、当該者に

対して、訪問介護事業所等から訪問介護員を派遣すること及び避難所から通所介護事業

所に通所すること等、介護保険法に基づく居宅サービス等を提供することが想定される。 

 また、福祉避難所における居宅サービス等の提供が難しい場合には、災害救助法によ

る福祉サービスの提供が想定される。ただし、災害救助法における 「福祉サービスの提

供」とは、相談対応や避難生活上の支援等を想定しており、介護保険法に基づく居宅サ

ービス等と同等のサービスの水準ではないことに留意が必要である。 

 なお、上記の取扱いについては、介護保険施設が福祉避難所として指定されている場

合も同様であり、介護保険施設の緊急入所等により介護保険サービスの利用が可能な者

については介護保険施設の入所者として介護サービスを提供し、介護サービスの対象に

ならない場合又は介護サービスの提供ができない場合には、福祉避難所の利用者として

必要な救助を行うことが想定される。 

 

２―③ 平時は介護保険サービスを利用していない高齢者に対する支援のあり方 

災害による影響で、新たに介護保険サービスを利用する必要が生じた場合には、まず

は、速やかに要介護認定を受け、介護保険施設への緊急入所又は緊急短期入所を行うこ

とが想定される。 

このとき、２－②と同様、介護保険施設の入所定員の柔軟化及び利用者負担の減免を

活用することが可能である。さらに、明らかに要介護状態であることが見込まれる者に

は、要介護認定申請前にサービスを受けることを可能とする仕組み(関連する事務連絡

としては、たとえば、 「令和７年台風第 15号等に伴う災害による被災者に係る被保険者

証の提示等について」（令和７年９月５日厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支

援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保健課事務連絡）、「令和７年台風第 22 号

に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」（令和７年 10月９日厚生

労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保

健課事務連絡）等)を活用することが考えられる。 

 また、介護保険施設への緊急入所等の利用が難しい場合は、在宅等における訪問介護

等の居宅サービス等を利用することが想定される。 

 なお、介護保険サービスを利用する必要がない場合は、災害救助法による福祉サービ

スの利用（福祉避難所におけるサービス利用を含む。）による日常生活上の支援が想定

される。 

 

３ 災害救助法による支援の考え方 

 １、２のとおり、介護保険施設への緊急入所等を利用した場合の食事代及び部屋代や、

介護保険サービスを利用する必要のない高齢者に対する支援等、介護保険サービスの範

囲内では対応できず、災害救助法による福祉サービスによる支援が想定される場合があ

るため、以下のとおり、その具体的な支援の考え方をお示しする。 

 

①  介護保険施設への緊急入所等を行った者の食事代 

災害により炊事のできない避難者に対しては、災害救助法による食事支援がなされる

こととの均衡から、災害により介護保険施設への緊急入所等した者に対しても災害救助
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法第４条第１項第２号の「炊き出しその他による食品の給与」による支援（令和７年度

基準額：１人１日当たり１，３９０円以内）が可能である。 

ただし、平時からの入所者等は、通常通り本人が負担しているため、その均衡を考慮

し、当該支援は一定期間にとどめることが想定される。 

 

②  介護保険施設への緊急入所等を行った者の部屋代、生活物品等（紙おむつ等） 

避難所の設置は災害救助法により支援されることとの均衡から、当該施設が福祉避難

所である場合には、災害救助法第４条第１項第６号の「福祉サービスの提供（福祉避難

所の設置）」による支援が可能である（一般避難所にあっては、令和７年度基準額を１

人１日当たり３６０円以内としている。）。 

ただし、平時からの入所者等は、通常通り本人が負担しているため、その均衡を考慮

し、当該支援は一定期間にとどめることが想定される。 

 

③ 介護保険サービスを利用する必要のない高齢者に対する支援のあり方 

ⅰ 当該者が在宅で避難生活を送る場合 

災害救助法第４条第１項第６号の「福祉サービスの提供」による支援が可能であり、

保健師やＮＰＯによる戸別訪問等による相談対応や避難生活上の支援等を想定して

おり、介護保険法に基づく居宅サービス等のような介護サービスの提供は想定されて

いないことに留意が必要である （なお、在宅高齢者等の状態把握や仮設住宅等の入居

者への見守り・相談支援について、厚生労働省事業である被災高齢者等把握事業や被

災者見守り・相談支援事業により対応がなされる場合には、当該事業による対応が優

先され、基本的に災害救助法の支援は行われないことを想定している。）。 

また、在宅で避難生活を送る者に対しても、同法第４条第１項第２号の「炊き出し

その他による食品の給与」等の支援が可能であり、積極的に実施いただきたい。 

 

ⅱ 当該者が福祉避難所で避難生活を送る場合 

災害救助法第４条第１項第６号の「福祉サービスの提供（福祉避難所の設置）」に

よる支援が可能である。このとき、福祉避難所の管理のための人件費として、概ね１

０人の福祉避難所の対象者に１人の相談等に当たる介護員等を配置するために必要

な経費を対象とすることを想定している。 

また、同法第４条第１項第２号の「炊き出しその他による食品の給与」等の支援が

可能である。 


